
■判定した住家の範囲が分かるように記載
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令和  3 年  6  月  20  日

ぼうさい たろう/ら、つこう はなこ

××××× △番地―○○―●号室

▲▲▲ ▲▲▲

住家である(居住のために使用されている)

□住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊

□床上 lmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

□床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み
□判定ヘ

(大規模半壊)

□基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

不同沈下がある場合の傾斜の判定

□6cm以上(下げ振り120clnの 場合 )

m以上6cln未満 (下 げ振り120cmの 場合 )

□1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの 場合)

【判定表】 (注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。
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ぼうさい たろう/ふっこう はなこ

××××× △番地=○○一●号室

▲▲▲ ▲▲▲

住家である(居住のために使用されている)

げ振り

床上lmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

までのすべての部分が地盤面下に潜り込み

□基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

□基礎の天端下25cllllまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある

不同沈下がある場合のl・R斜の判定 (傾斜は「4」 の値を利用)

□6cm以上(下 げ振り120cmの場合)

上6cm未満(下げ振り120cmの場合)

□1.2cm以 上2cm未満(下げ振り120卸の場合)

□1 2cm未 満(下げ振り120cmの場合)

【計算方法早見表】

【損害割合算出表】
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